
昭
和
六
十
年
政
令
第
二
十
四
号

た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
　
抄

内
閣
は
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
、
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
、
塩
専
売
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
附
則
第
三
十
一
条
、
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第

二
十
七
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
専
売
事
業
審
議
会
令
等
の
廃
止
）

第
一
条
　
次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
略

二
　
日
本
専
売
公
社
に
対
す
る
法
令
の
準
用
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
十
六
号
）

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
日
本
専
売
公
社
に
対
す
る
法
令
の
準
用
等
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
以
下
「
会
社
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
（
以
下
「
旧
公
社
」
と
い
う
。
）
の
支
出
役
が
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
振
り
出
し
た
小
切
手

に
つ
い
て
は
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
支
出
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六

十
九
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
の
支
出
役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
旧
公
社
の
権
利
で
、
時
効
に
関
し
他
の
法
律
に
規
定
が
な
い
も
の
及
び
旧
公
社
に
対
す
る
権
利
で
、
金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
計
法
第
三
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
旧
公
社
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
が
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
そ
の
地
位
に
お
い
て
知
り
得
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
百
九
十
二
条
に
お
い
て
適
用
し
、
又
は
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
条
第
四
項
中
「
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
た
ば
こ
産

業
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
専
売
公
社
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
」
と
、
「
当
該
官
公
署
」
と
あ
る
の
は
「
大
蔵
大
臣
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び

第
六
項
中
「
当
該
官
公
署
」
と
あ
る
の
は
「
大
蔵
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
旧
公
社
の
事
務
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
つ
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
受
け
継
ぐ
も
の
及
び
旧
公
社
の
事
務
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
つ
て
こ
の
政
令

の
施
行
後
に
会
社
を
当
事
者
と
し
て
提
起
す
る
も
の
又
は
会
社
を
参
加
人
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
本
文
並
び
に
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
」
と
、
同
法
第
八
条
本
文
中

「
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
項
」
と
、
「
法
務
大
臣
又
は
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
」
と
、
同
法
第
九
条
中
「
第
一
条
乃
至
前
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
本
文
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
専
売
公
社
に
対
す
る
法
令
の
準
用
等
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
旧
準
用
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
五
号
）
第
六
条
及
び
旧
準
用
政
令
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旧
公
社
又
は
旧
公
社
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
管
理
者
に
対
し
て
厚
生
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
し
た
承
認
は
、

同
法
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
会
社
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
管
理
者
に
対
し
て
都
道
府
県
知
事
が
し
た
許
可
又
は
承
認
と
み
な
し
、
旧
公
社
が
厚
生
大
臣
に
対
し
て
開
設
の
通
知
を
し
た
診
療
所
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
、

会
社
が
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
開
設
し
た
診
療
所
と
み
な
す
。

第
六
条
　
旧
公
社
が
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
建
築
し
、
又
は
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
え
を
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

旧
準
用
政
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
旧
公
社
が

そ
の
計
画
を
建
築
主
事
に
通
知
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
」
と
、
「
第
六
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
条
ま
で

及
び
第
九
十
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
」
と
、
「
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
準
用
政
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
旧
公
社
の
病
院
又
は
診
療
所
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所
と
み
な
す
。

第
八
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
準
用
政
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
旧
公
社
に
対
し
て
都
道
府
県
知
事
が
し
た
承
認
は
、
同
法
の
規
定
に
よ

り
会
社
に
対
し
て
都
道
府
県
知
事
が
し
た
許
可
又
は
認
可
と
み
な
す
。

第
九
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
準
用
政
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
旧
公
社
に
対
し
て

科
学
技
術
庁
長
官
が
し
た
承
認
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
会
社
に
対
し
て
科
学
技
術
庁
長
官
が
し
た
許
可
と
み
な
す
。

第
十
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
準
用
政
令
第
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
十
五
条
（
同
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
旧
公
社
が
河
川

管
理
者
と
し
た
協
議
に
基
づ
く
占
用
又
は
行
為
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
会
社
に
対
し
て
河
川
管
理
者
が
し
た
許
可
又
は
承
認
に
基
づ
く
占
用
又
は
行
為
と
み
な
す
。

第
十
一
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
準
用
政
令
に
お
い
て
準
用
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
旧
公
社
が
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
大
蔵
大
臣
が
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
と
、

旧
公
社
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
大
蔵
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。
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（
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条
　
整
備
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
公
社
の
現
金
出
納
職
員
及
び
同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
旧
公
社
の
物
品
管
理
職
員
の
整
備
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
関
し
会
社
の
代
表
者
が
行
う
報
告
に
つ
い
て
は
、
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
社
等
の
現

金
出
納
職
員
又
は
物
品
管
理
職
員
が
そ
の
保
管
に
係
る
現
金
又
は
物
品
を
亡
失
し
た
場
合
等
に
お
け
る
報
告
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
三
十
七
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
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